
くまもと緑・景観協働機構規約

第１章 総則

（名称）

第１条 この機構は、くまもと緑・景観協働機構（以下「機構」という。）と称する。

（目的）

第２条 機構は、緑化景観対策に関する助成や援助等の事業を展開することにより、県

民意識の高揚と緑あふれる県土づくりに寄与し、もって広く快適環境の創造に資するこ

とを目的とする。

（事業等）

第３条 機構は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(１) 民間の緑化活動の支援

(２) 民間の景観形成活動の支援

(３) 緑化・景観対策に関する調査研究や提言

(４) 緑化・景観に関する情報の発信

(５) その他機構の目的を達成するために必要な事業

（構成団体）

第４条 機構の構成団体は、熊本県のほか、機構の目的に賛同する市町村及び緑化・景観

に関係する団体とする。

２ 機構への入会に当たっては、会長に入会を申し込むものとする。

３ 機構からの退会は、会長に退会を申し出ることによって行う。ただし、構成団体が合

併等により消滅した場合は退会したものとみなす。

第２章 役員等

（役員）

第５条 機構に次の役員を置く。

（１） 会長 １人

（２） 副会長 ３人以内

（３） 監事 ２人以内

２ 会長は、熊本県土木部長をもってあてる。

３ 副会長及び監事は、構成団体の者の互選により選任する。



（役員の職務）

第６条 会長は、機構を代表し、機構の業務を統括する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があ

らかじめ指定した順序によりその職務を代理する。

３ 監事は、機構の業務の執行状況及び会計の状況を監査する。

（副会長及び監事の任期）

第７条 副会長及び監事の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 補充により就任した副会長及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 副会長及び監事は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行う。

（事務局）

第８条 機構に事務局を置く。

２ 事務局は、熊本県土木部都市計画課内に置く。

３ 事務局の職員は、会長が任免する。

第３章 会議

（会議の種類）

第９条 機構の会議は、総会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

２ 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。

３ 会長は、必要に応じて、総会に構成団体以外の者の出席を求めることができる。

（総会）

第１０条 総会は、会長を除き、構成団体の代表として出席した者をもって構成する。

２ 通常総会は、毎事業年度開始後３月のうちに開催する。

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は構成団体の総数の３分の１以上から、会

議の目的たる事項を記載した書面により、開催の要求があったときに開催する。

４ 総会は、機構の組織や事業に関する重要な事項を決議する。

（会議の議決）

第１１条 会議は、過半数以上の出席がなければ、これを開会することができない。

２ 会議の議事は、この規約において別に定めるもののほか、出席者の過半数を持って決

する。

（書面表決等）

第１２条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成団体は、あらかじめ通知さ

れた事項について書面をもって表決し、又は他の構成団体の者を代理人として表決を委

任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、これを出席し

たものとみなす。



２ 会長は、必要があると認めるときは、会議の開催に代えて書面により構成団体の賛否

を求めることができる。この場合における議決については、前条第２項の規定を準用す

るものとする。

３ 前項の規定により賛否を求めたときは、会長は、その結果を速やかに構成団体に通知

する。

（議事録）

第１３条 会議の議事録には、議長及び出席者の中から議長が指名した議事録署名人１人

が記名押印しなければならない。

（専門部会）

第１４条 機構に、緑化・景観対策に係る研究等を行う組織として、専門部会を置くこと

ができる。

２ 専門部会は、機構の構成団体の推薦を受けた者及び学術経験者により構成する。

３ 専門部会は、互選により部会長を置く。

４ 専門部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

第４章 会計

（資産）

第１５条 機構の資産は、県の負担金及び機構への寄付金をもって構成する。

（資産の管理）

第１６条 機構の資産は、会長が管理する。

（事業年度及び会計年度）

第１７条 機構の事業年度及び会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

（事業計画及び収支予算）

第１８条 会長は、会計年度ごとに、事業計画及び収支予算を作成し、総会の承認を得な

ければならない。

２ 会長は、前項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、総会の承認を得な

ければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

３ やむを得ない理由により会計年度開始前に収支予算が成立しないときは、当該収支予

算が成立するまでの間、前年度収支予算に準じて収入及び支出することができる。

４ 前項の収入及び支出は、新たに成立した収支予算の収入及び支出とみなす。

（事業報告及び収支決算）

第１９条 会長は、事業報告及び収支決算に関する書類を作成し、監事の監査を経て、総

会の承認を受けなければならない。



第５章 解散等

（解散）

第２０条 機構を解散しようとする場合は、総会において出席者の４分の３以

上の同意を得なければならない。

２ 解散のときに機構に存する残余財産は、すべて県に寄付する。

（雑則）

第２１条 この規約に定めるもののほか、機構の運営に関して必要な事項は、会長が定め

る。

附 則

１ この規約は、平成２０年５月１９日から施行する。

２ 機構の設立当時の構成団体は、第４条の規定にかかわらず、別表のとおりとする。

３ 機構の設立当初の副会長及び監事の任期は、第７条第１項の規定にかかわらず、平成

２２年３月３１日までとする。


